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原油輸出解禁の米国経済への影響 
 

 米国では昨年 12月 18日に原油輸出解禁法案が成立。1975年に制定された法律等で未精製

原油の輸出は原則として禁止されてきたが、40年ぶりに解禁された。昨年末には早速、欧

州へ輸出する第一陣のタンカーがテキサス州を出港している。 

 

 解禁された背景には、シェール革命による原油生産量の増加やそれらシェールオイルと製

油所のミスマッチ等が挙げられる。米国の製油所は重質原油向きが多いが、シェールオイ

ルは軽質原油であるため、原油をスムーズに処理できず在庫増加の一因となっていた。 

 

 輸出解禁の米国経済へのプラス影響は、短期的にはそれほど大きくなさそうだ。「米国内

の過剰な原油在庫の減少」や「シェールオイル輸出と重質原油輸入の組み合わせによる製

油所の効率的な利用」等は見込めるものの、現在は世界的に原油が供給過剰で、価格が低

迷し、米国のシェールオイル生産量も減少に転じているため、輸出解禁で直ちに生産量が

大きく増加するとの見方は少ない。なお、仮に現況下でシェールオイルの生産量が大きく

増加すれば、原油価格の低迷を長引かせる可能性がある。 

 

 一方、中長期的には、市場拡大がシェール開発のインセンティブを高め、原油輸出・生産

の増加と関連する設備投資・雇用等の増加に繋がり、経済を押し上げるとみられる。但し、

その度合いは、シェールオイル採掘の技術開発や埋蔵量等にも大きく左右されるため幅を

もってみる必要があるだろう。 

 

 輸出解禁を判断する議会の公聴会等では、経済的なプラス影響だけではなく、地政学上の

プラス影響も多く指摘されてきた。例えば、米国の輸出拡大により欧州がロシアへのエネ

ルギー依存を低下させたり、他国が中東へのエネルギー依存を低下させることができる点

だ。輸出解禁を契機に米国の影響力が拡大し、「原油市場における価格形成の安定化」と

「地政学リスクの抑制」に繋がるのかどうか、今後の展開が注目される。 
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＜FOCUS＞原油輸出解禁の米国経済への影響 

 

略 40年ぶりに原油輸出を解禁 

米国では昨年12月18日に原油輸出解禁法案が成

立。1973 年の第一次オイルショック（中東の産油

国による原油輸出禁止等）を受け、1975 年に制定

された法律等で未精製原油の輸出は原則として禁

止されてきたが、略 40年ぶりに解禁された1。昨年

末には早速、欧州へ輸出する第一陣のタンカーがテ

キサス州を出港している。 

解禁された背景には、シェール革命による原油生

産量の増加（第 1図）やそれらシェールオイルと製

油所のミスマッチ等が挙げられる。 

 
 

例外として認められてきた範囲で、原油輸出量は 2014年頃より増加 

（解禁前の）米国の原油輸出入の状況を確認する。原油輸出は原則として禁止されてきたが、

例外として①カナダ向け輸出、②アラスカ州ノース・スロープからの輸出、③カリフォルニア

州からの重質原油の輸出（数量限定）、等は認められてきた。直近では「加工済みコンデンセ

ート2輸出が可能な点の明確化（2014年 12月）」や「交換取引3を伴うメキシコへの輸出許可

（2015年 8月）」等、追加的に緩和する動きが出ていた。 

2015年 1-9月の原油輸出量は日量 48万バレル（第 2図）。2014年頃より増加し、2015年 4

月には過去最高（同 58.6万バレル）を記録した。原油生産量（2015年 1-9月：同 938万バレ

ル）に占める輸出の割合は 5％程度である。なお、生産増加を受けて輸出が全面解禁されたが、

輸入量は日量 700万バレル強で、依然として米国は原油の純輸入国である（第 3図）。 

 

                                                 
1
 1975年に Energy Policy and Conservation Act of 1975（EPCA）が成立。当初は「原油」と「石油製品」双方の輸出を規制し

ていたが、「石油製品」の規制についてはその後緩和。 
2
 シェールガスを産出する際等に随伴して産出される超軽質原油。 

3
 「メキシコの重質原油」と「米国の軽質原油」の交換。 
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輸出解禁は、原油価格の内外価格差縮小に寄与 

解禁された一因であるシェールオイルと製油

所のミスマッチについて、米国の製油所は重質

原油向きが多いが、シェールオイルは軽質原油

であるため、原油をスムーズに処理できず在庫

増加の一因となっていた4。重質原油向きの製油

所は、非効率となるシェールオイル（軽質原油）

購入にはディスカウントを求めることにもなる。 

この様な状況にパイプラインの輸送能力不足

に起因する在庫増加圧力が加わり、米国の指標

原油であるWTI
5価格は国際指標原油のブレント

価格に比べ過去数年において割安感が強かった

（第 4図）。 

今回の輸出解禁は、方向としては、米国内の

原油需給を引き締める一方、米国外の原油需給を緩和させるため、米国の原油価格には上昇圧

力、国際原油価格には低下圧力となる6。足元では、米国におけるシェールオイル生産の減少

や輸出の拡大（観測）等を背景に、WTI 価格のブレント価格に比べた割安感は一旦は解消さ

れつつあるようだ。 

 

輸出解禁の米国経済へのプラス影響は、短期的にはそれほど大きくない見込み 

輸出解禁の米国経済へのプラス影響は、短期的にはそれほど大きくなさそうだ。「米国内の

過剰な原油在庫の減少7」や「シェールオイル輸出と重質原油輸入の組み合わせによる製油所

の効率的な利用」等は見込めるものの、現在は世界的に原油が供給過剰で、価格が低迷し、米

国のシェールオイル生産量も減少に転じているため、輸出解禁で直ちに生産量が大きく増加す

るとの見方は少ない。なお、仮に現況下でシェールオイルの生産量が大きく増加すれば、原油

価格の低迷を長引かせる可能性がある。 

 

中長期的には米国経済の押し上げ要因に 

一方、中長期的には、市場拡大がシェール開発のインセンティブを高め、原油輸出・生産の

増加と関連する設備投資・雇用等の増加に繋がり、経済を押し上げるとみられる8。但し、そ

の度合いは、シェールオイル採掘の技術開発や埋蔵量等にも大きく左右されるため幅をもって

みる必要があるだろう9。 

                                                 
4
 例えば、メキシコ湾岸の製油所はベネズエラやメキシコから輸入される重質原油を主に扱い、中西部の製油所はカナダか

ら輸入される重質原油を主に扱う等、米国の製油所は重質原油向きが多い。一般には、重質原油の方がより高機能で高価格

の製油所を必要とする（重質原油は軽質原油より安価）。これまでのシェールオイルの生産増加に対しては、①「軽質原油

の輸入抑制」、②「（例外的に認められている範囲内での）輸出の増加」、③「国内製油所での軽質原油の利用増」、④「製

油所の稼動率引き上げ」等を行ってきたが、最近では対応が限界に近付きつつあったようだ。精製会社は製油所の軽質原油

対応の投資を行ってはきたが、（輸出）規制動向が不透明だったためか積極的ではなかった。 
5
 WTIは軽質原油。 

6
 各種の分析では、輸出解禁は米国内の原油価格に対して中長期的に 2～8％程度の押し上げ要因になるとみられている。 

7
 原油在庫の増加には、原油先物価格がコンタンゴ（順鞘）であること等も影響。 

8
 輸出量を規定する要因は「運送日数」、「運送コスト」、「受入国の製油施設」等様々。輸出先の候補としては欧州、次

いで（距離はあるが）アジアが挙げられている。例えば、インドは予ねてより米国の原油輸出解禁を待望していた模様。 
9
 輸出解禁による原油生産量の（中期的な）増加幅は日量 0～330万バレルと見方に幅がある。 
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輸出解禁はガソリン価格の上昇要因ではないとの見方が多い 

なお、輸出解禁のマイナス影響として、一部の

民主党議員等は米国内のガソリン価格が上昇す

る可能性を指摘していたが、上昇要因ではなく寧

ろ低下要因との見方が多い10。 

ガソリン等の消費者向け燃料価格については、

元々輸出・輸入ともに自由に貿易できることから、

米国内価格と米国外価格（欧州等）が連動し易く、

米国内原油価格よりも（米国外のガソリン価格を

規定する）国際原油価格に追随する傾向がみられ

てきたためだ11。前述の通り、原油輸出解禁は国

際原油価格には（どちらかと言えば）低下圧力と

なる。 

 

原油輸出解禁には、地政学上のプラス影響も 

輸出解禁を判断する議会の公聴会等12では、経済的なプラス影響だけではなく、地政学上（安

全保障上）のプラス影響も多く指摘されてきた。例えば、①「米国の輸出拡大により欧州がロ

シアへのエネルギー依存を低下させたり、他国が中東へのエネルギー依存を低下させることが

可能となる13」、②「エネルギー市場における特定地域の（好ましくない）政治影響を緩和し

得る」、③「北米自由貿易協定（NAFTA）を結んでいるカナダ・メキシコとともに市場原理

（競争）重視の姿勢を示すことで、原油市場の行動規範や透明性が高めることが可能となる」、

④「米国のエネルギー制裁の行使能力が高まる」等である。 

輸出解禁を契機に米国の影響力が拡大し、「原油市場における価格形成の安定化」と「地政

学リスクの抑制」に繋がるのかどうか、今後の展開が注目される。 

 

 

（栗原 浩史） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 各種の分析では、輸出解禁は米国内のガソリン価格に対して中長期的に数％の押し下げ要因となる。 
11

 アラスカ州ノース・スロープの輸出解禁事例も、ガソリン価格が上昇しないとする見方の根拠の一つになっている。アラ

スカ州ノース・スロープは西海岸へ原油を供給していたが、1996年に輸出禁止規制が解除されアジアへの輸出が可能となっ

た。政府監査院（GAO）によれば、輸出規制解除は西海岸のガソリン価格を上昇させなかった。 
12

 2015年 3月の上院エネルギー天然資源委員会の公聴会等。 
13

 天然ガスを巡るロシアと欧州の 2014年来の情勢も、地政学上のプラス影響を米国に意識させた可能性がある。 
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